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１．見直しにおける基本的な考え方 

（１）見直しの方針 

佐渡市は、公共施設の目的と効果を検証し、時代に適合した質の高い公共サービスを提供す

るため、平成１８年６月に佐渡市公共施設見直し指針を策定し、市民の負担と選択に基づき、

公共施設の見直しを重点的に取組んできた。その結果、平成２３年度までに２７０施設が見直

しされ、約５億円の経費節減の効果を上げている。 

しかしながら、公共施設の中には、設置後長い年月を経過し、経済情勢や交通環境等が大き

く変化していく中で、利用率が極端に低下した施設、設置目的の薄れた施設、民間等に管理委

託を行った方がサービスの向上等が図れる施設、また、旧市町村単位で、設置目的や施設内容

が同一又は類似している施設が未だ複数存在しており、行財政運営を行ううえで大きな負担と

なっている。 

市民にとってより質の高いサービスを最小の経費で提供するためには、地域間のバランスを

考え、指定管理者制度の導入や業務委託、施設の統廃合や他用途への転用など、不断に取り組

んでいく必要があり、佐渡市の全ての施設について見直しを検討する。 

【３つの方針】 

① 存続（指定管理、業務委託等） 

② 用途・利用形態の見直し（統廃合、他用途転用等） 

③ 処分（譲渡、廃止等） 

 

（２）見直しの視点 

これからの公共のあり方として、民間企業における経営理念や手法を取り入れるＮＰＭ（ニ

ューパブリックマネージメント）の考え方に基づき、公共施設の運営においても「管理」から

「経営」へと考え方を転換しなければならない。誰がどのような手段、内容で公共サービスを

提供した方が市民にとって最適なのかを、管理運営の主体を行政、民間を問わず検討するとと

もに、以下を参考に、公共を経営する視点で抜本的な見直しを行うものとする。 

① 民間の方が効率的・効果的に業務遂行ができるものは積極的に民間事業者の有するノウハ

ウを広く活用できないか。 

② 同様の目的を持つ施設が複数ある場合は、施設規模とサービス内容に応じて施設を統合し、

全体の効率化が図られないか。 

③ 直営で施設の管理運営を行う必要がある場合は、経費削減のための業務委託や、利用者負

担見直しの検討が必要でないか。 

④ 今後、公共使用の見込みがない施設は、民間への譲渡や更に民間の受け皿も無い場合は、

経済的な判断のうえ解体できないか。 
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（  ） 参考例示 
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【図１：施設所有と管理運営の関係】 
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２．見直しの進め方 

（１）見直し体制と主な流れ 

見直しにおける基本作業は、施設を管理する所管課等において行政改革課と協議のうえ行う

ものとし、市民や議会、佐渡市行政改革推進委員会の意見を踏まえ、佐渡市行政改革推進本部

において今後の方針を決定する。これに必要な事務は行政改革課で行うものとする。 

前記した見直しの視点から、利用者や関係機関との調整を図りながら、図２で示す作業フロ

ーに基づき、各公共施設の見直し方針を定めるものとする。 

 

【図２：見直し作業のフロー】 

           作 業 内 容 

                               実施組織等 

                             施設所管課等 

                             佐渡市行政事務改善委員会 

                             佐渡市行政改革推進委員会 

                             佐渡市行政改革推進本部 

                             佐渡市議会 

                      

 

 

（２）見直しに当たっての留意事項 

① 施設が何を目的に設置され、運営されているのか、存在意義（市が運営主体となる必要性

の有無）を明確化するために、現状を分析すること。 

② 他自治体において、既に民間委譲等が実施されている施設については、佐渡市でも実施の

可能性を有するため、具体的な情報収集を行うこと。 

③ 島内において民間活力が実際に可能かどうかの実態を把握すること。 

④ 地域間で公共サービスの不均衡が生じないよう佐渡全体のバランスを考慮すること。 

 

（３）見直しの方法 

別紙１のフローにより、①存続（引続き運営するが改善）するもの、②用途・利用形態を見

直すもの、③処分するものに区分し、更に現状の分析、地域利用者の意見等を踏まえ検証を行

い、廃止、民間譲渡、指定管理、直営（改善）といった明確な方向付けを行う。 

 

（４）施設の整理 

今後の方針が定められた施設は、定められた方向性に沿って施設を管理する所管課等が責任

を持って事務の調整を行い、整理するものとする。 

 

① 基本指針の明確化（公表） 

② 施設の目的や運営状況の確認 

③ 各施設の分類（方針案の作成） 

⑤ 市民への公表及び意見把握 

④ 方針案の検証 

⑥ 方針案の再調整 

⑦ 方針の確定、公表 

⑧ 方針に基づき、個別の見直し 
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３．処分の考え方 

公共施設の見直しにおいて、③処分とした施設については、譲渡する施設、廃止する施設及び

その他に区分し、それぞれの処分の考え方は以下に示すとおりとする。 

施設の区分については、別表１、公共施設等財産分類表による。 

○ 補助又は起債事業により整備した施設の扱い 

補助又は起債事業により整備した施設で、その制限等により処分が図れない施設については、

施設の運営コストと施設処分に係る補助金返還又は起債の償還額との比較を行い、処分すること

で、有利と認められる場合は、補助金返還又は起債の繰上償還を行い以下により処分を図るもの

とする。 

他所管課の補助事業により整備した施設の補助金返還等の手続きについては、当該補助事業主

管課が協力するものとする。 

（１）譲渡する施設 

＜基本的な考え方＞ 

必ずしも市の関与が必要と認められないが、当該施設の必要性が認められる施設については、

既存施設の設置目的並びに機能を維持し継続していくことを前提条件として譲渡することと

する。 

また、施設の用途変更は基本的には認めないものとするが、その用途が公共の福祉の増進と

認められる場合は、転用できるものとする。 

① 施設使用の実態が、地域や特定の利用者に限られるものについては、利用実態を踏まえて

譲渡する団体を検討するものとする。 

○対象となる施設 

財産分類（中） 財産分類（小） 財産分類（細） 

2公園等 2その他の公園 1児童遊園、2農村公園、3漁村公園、4その他の公園 

10産業関連施設 1農業施設 1農業生産施設 

2林業施設 1林業生産施設 

3水産施設 1漁業生産施設 

11会館等 1会館等 2集会施設、3地区集会施設 

14保健体育施設 1体育施設 6ゲートボール場 

② 既に民間の事業展開がある施設と同種の施設や、民間団体等の自主的な運営に託すことで、

より効率的・効果的に業務遂行ができると考えられる施設は、積極的に民間事業者に譲渡す

るものとする。 

○対象となる施設 

財産分類（中） 財産分類（小） 財産分類（細） 

1 道路･運輸･通
信施設 

5情報通信施設 1ケーブルテレビ放送施設 

7民生関連施設 1児童福祉施設 1常設保育所、3へき地保育所 

 2老人福祉施設 1養護老人ホーム、2特別養護老人ホーム、3軽費老人ホーム、
4 老人デイサービスセンター、5 老人福祉センター、6 老人短
期入所施設、7その他老人福祉施設 
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財産分類（中） 財産分類（小） 財産分類（細） 

7民生関連施設 3 障がい福祉施
設 

1障がい福祉施設 

 4保養施設 1保養施設 

9診療施設 1診療施設 2診療所 

10産業関連施設 4商工施設 1商工施設 

 5観光施設 1海水浴場施設、2キャンプ場、3観光案内所、4休憩所、5飲
食提供施設 

12教育関連施設 1 幼稚園・小・
中学校 

1幼稚園 

14保健体育施設 1体育施設 9スキー場、10複合施設等、11その他体育施設 

16その他の施設 2その他の施設 3駐車場等、4宿泊施設 

 

（２）廃止する施設 

＜基本的な考え方＞ 

設置時の目的及び機能を達した施設あるいは近隣代替施設の存在等により、利用率が低下し

ている施設については廃止するものとする。 

① 近隣若しくは島内に同種の施設が複数存在する施設については、その施設の目的と機能並

びに現況を正確に把握した上で、施設規模、管内における施設配置等を総合的に判断して施

設の統合や廃止を図るものとする。 

○対象となる施設 

財産分類（中） 財産分類（小） 財産分類（細） 

2公園等 1都市公園 1児童公園、2近隣公園、3運動公園、4河川敷緑地等 

4住宅等 1公営住宅等 3単独住宅 

2専用住宅等 1職員住宅 

7民生関連施設 1児童福祉施設 1常設保育所、3へき地保育所 

2老人福祉施設 5老人福祉センター 

4保養施設 1保養施設 

8環境衛生施設 1保健衛生施設 1保健センター、2斎場 

2清掃施設 1廃棄物処理施設 

9診療施設 1診療所 2診療所 

10産業関連施設 5観光施設 1海水浴場施設、2キャンプ場、4休憩所、5飲食提供施設 

11会館等 1会館等 1文化会館、2集会施設 

12教育関連施設 1 幼稚園・小・
中学校 

1幼稚園、2小学校、3中学校 

2 その他教育関
連施設 

3学校給食施設 

13社会教育関連
施設 

1社会教育施設 2青年の家・自然の家、4博物館等、5図書館、6調理実習室、
7体験実習施設 

14保健体育施設 1体育施設 1体育館、2陸上競技場、3野球場、4プール、5テニスコート、
6 ゲートボール場、7 武道館、8 グラウンド、9 スキー場、10
複合施設等 

16その他の施設 2その他の施設 2公衆便所、3駐車場等 



- 5 - 

② 大規模修繕等を必要とする施設及び老朽化した施設については、その施設の存在意義の検

証及び現状把握を十分行い、原則、代替施設の利用を図り廃止の方向とする。 

○対象となる施設 

見直し対象となる全ての施設 

 

（３）その他 

① 施設の設置に際し借地や借家が生じている場合は、統合あるいは廃止を推進することで借

地、借家を解消するものとする。 

ただし、当該施設が将来的にも市が管理運営する施設として必要な場合の取り扱いについ

ては、「借地解消等の運用について（通知）」（平成 24年 10月 9日佐財第 575号財務課長通

知）により運用する。 

また、借地以外の手段によりがたい場合には、必要面積の見直しを行い、最小限の借用に

止めるものとする。 

② 上述のいずれの手段にもよりがたいもの、あるいは補助金、起債の制限のために譲渡が困

難な施設については、アダプト制度（※１）など様々な形での住民協力を促進するものとす

る。 

※１ アダプト制度（里親制度） 

市民が｢里親｣となり、道路・水路・公園・緑地等の公共施設を「養子」とみなし、義務的

活動でなく自らの活動と責任で公共施設を市と協働で管理する制度。 

 

４．譲渡・廃止とした施設等の処分方法について 

（１）譲渡条件等 

譲渡については、公共団体、公共的団体とそれ以外の民間団体又は個人に区分しそれぞれの

条件等は以下によるものとする。 

ただし、譲渡する施設の修繕等への対応については、原則として、引渡しに係る修繕費用等

が当該施設の解体撤去に要する費用を超えない場合に限るものとする。 

① 公共団体、公共的団体に譲渡する場合 

区 分 譲渡の方法 譲渡の条件並びに修繕等への対応等 

2公園等 譲 与 原則として施設の補修や修繕を行わず、施設以外の定着物、物
品等においても現状で譲渡する。 
譲渡する全ての物の引渡し後の維持管理の費用は当該団体の

負担とする。 
ただし、譲渡時の団体との協議により、不要となる施設や破損

等で使用ができない遊具、その他物品等については、引渡し前ま
でに市の負担で撤去するものとする。 

7民生関連施設 譲 与 原則として施設の補修や修繕を行わず、施設以外の定着物、物
品等においても現状で譲渡する。 
譲渡する全ての物の引渡し後の維持管理の費用は当該団体の

負担とする。 

9診療施設 譲 与 

10産業関連施設 譲 与 

11会館等 譲 与 原則として現在の機能を確保するために必要と認められる施
設並びに物品等の修繕は、市の負担で行うものとし、その他施設
以外の定着物、物品等については、現状で譲渡する。 
譲渡する全ての物の引渡し後の維持管理の費用は当該団体の

負担とする。 
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区 分 譲渡の方法 譲渡の条件並びに修繕等への対応等 

12教育関連施設 譲 与 原則として現在の機能を確保するために必要な施設並びに物
品等の修繕は、市の負担で行うものとし、その他定着物を含み全
てを譲渡する。 
譲渡する全ての物の引渡し後の維持管理の費用は当該団体の

負担とする。 

14保健体育施設 譲 与 

16その他の施設 譲 与 

② 公共団体、公共的団体以外の民間団体又は個人に譲渡する場合 

（原則として、財務規則第 142条第 3項の規定による随意契約の締結が可能な場合に限る） 

区 分 譲渡の方法 譲渡の条件並びに修繕等への対応等 

公共団体、公共
的団体以外の民
間団体又は個人
に譲渡する場合 

有償譲渡 原則として施設の補修や修繕を行わず、施設以外の定着物、物
品等においても現状で譲渡し、譲渡する全ての物の引渡し後の維
持管理の費用は当該団体又個人の負担とする。 

③ その他の譲渡に係る条件等 

区 分 譲渡の条件等 

譲渡の対象 土地、建物、建物以外の定着物等及び物品とする。 

所有権移転登記
等 

所有権移転登記等に要する費用は、原則として当該団体又は個人の負担とする。
ただし、当該団体が地縁による団体等の場合は、佐渡市補助金等交付規則の規定に
より、次のとおり交付することができるものとする。 

名 称 施設譲渡事務交付金 

目 的 
公共施設見直し指針に基づく、施設整理をより効率的に進めるこ
とを目的とする。 

負担額 支払い実費額の全額とする。 

事業の内容 
施設譲渡に関し発生する所有権移転登記手数料、不動産取得税及
び登録免許税の支払い実費額の全額を交付するものとする。 

また、引渡しに係る境界の確認等の測量業務にかかる費用については、市の負担
とする。 

指定用途及び期
限 

当該施設の目的に合った用途を指定し、少なくとも３年間は使用するものとす
る。 
ただし、補助金及び起債等による制限がある場合は、その制限と合わせるものと

する。 

（２）借地返還について 

基本的には、契約条項に沿った内容での返還を行うものとする。 

ただし、契約以後の社会情勢の変化等で必ずしも、契約内容どおりとならない場合が想定さ

れることから、返還協議にあたっては、事後に疑義等が生じることの無いようにすること。 

 

（３）処分施設の事務処理等について 

① 譲渡する施設 

所管課等において、譲渡するとした施設については、譲渡する団体又は個人との調整を行

った後、条例の改廃や各種契約等の解除等の必要な手続を済ませ、普通財産として財務課へ

所管の変更を行うものとする。 

財務課は、所管変更に係る事務手続を確認し、当該団体又は個人と譲与又は売買契約を締

結し、当該施設を引き渡すものとする。ただし、課等の事務事業に関連して譲渡する場合は

所管課等で行うものとする。 
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処分にあたって、相手方が法人格等を有していない団体で、所有権の移転登記に支障があ

る場合については、当該団体と十分な協議を行うものとする。 

また、引渡しに係る市の負担において行う修繕工事等については、原則として完了させて

引き渡すものとする。ただし、当該工事等について、市が施工するより効率的と認められる

ときは、佐渡市補助金等交付規則の規定により下表のとおり交付金として、引渡し団体に対

し当該修繕工事費相当額を交付することができるものとする。 

○交付金の名称等 

名 称 施設整備費交付金 

目 的 公共施設見直し指針に基づく、施設の整理をより効率的に進めることを目的とする。

負担額 公共施設の譲渡に関し、市の責任において修繕が必要と認めた経費の全額とする。

事業の内容 公共的団体等への施設譲渡にあたり、当該施設の機能確保のための工事について、
本来、当市において施工すべきであるが、引渡し団体において施工することがより
効率的と認められる場合に限り、交付金として引受け団体に交付し、一切の維持工
事等の施工を委ねる。 

② 廃止する施設 

管理所管において、廃止するとした施設については、地域関係団体等との調整を行った後、

条例等の改廃を含め廃止に係る事務手続きを行い、普通財産とし、現状で管理する財産及び

処分可能な財産は財務課へ所管変更を行うものとする。 

財務課は、所管変更に係る事務手続きを確認し、適正に処分するものとする。 

③ 物品等の扱い 

譲渡団体等において不用となった物品等については、施設所管課等において有効利用を図

るものとし、物品等の移動、所管換えの事務処理を行い適正な管理に努めること。 

ただし、譲渡団体等に引き渡す物品等並びに施設所管課等においても不用となる物品等に

ついては、財務規則の規定に従い不用の決定を行うものとする。 

 

（４）年間作業の流れ 

 ４～７月 ・方針に沿った施設の見直し 施設所管課等 

   ８月 ・地域、団体等との調整   

  １０月 ・施設処分方針の決定（翌年予算に反映）   

  １２月 ・設置条例の廃止  廃止条例を議会提案 

 １２月 ・普通財産として所管変更 財務課、施設所管課等 

   １月 ・処分方法の検討  公共的団体への譲与の

場合は、契約締結の議会

議決 

   ２月 ・契約（随意契約・一般競争入札）  

   ３月 ・引渡し、登記  

 

 ※ 公共的団体に譲与する場合は、財産処分について条例規定がないため、議会議決や地縁団体

設立準備等に期間を要するので、必ずしもこの流れとならないので、準備が整い次第に事務を進め

るものとする。
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別紙１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※佐渡市公共施設見直し手順書の 

フロー図は、①存続、②用途変更、 

③民間譲渡、廃止の方向付けを行 

う。 

 

 

 

 

 

公 共 施 設 

民間（地元含む）が必要としているか？ 

市有財産検討委員会で検討 

 財務課において管理又は事務処理 

※民間（有償）、地元（無償）共に

譲渡が可能な施設については、

譲渡方法の検討が必要 

普通財産 

詳細協議と適正処分 

行政財産（公用施設・公共用施設） 

継続的な見直しと点検 

①存 続 

公の施設に該当するか？ 

該当する 

指定管理者制度導入の検討 

（別紙２フローへ） 

該当しない 

行政の関与が本当に必要か？

必 要 

現状分析 民間（地元含む）に譲渡することが可能か？ 

③民間譲渡

可 能 

有償 無償

不 要 

③廃 止 

不可能 

必 要 

貸 与 

不 要 

使途有り 使途無し 

必 要 

②用途変更 

現状管理 

解 体

不 要 

処 分 
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別紙２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考：「公の施設」の定義 

公の施設とは、「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」（地方自治法

第 244条）で、①地方公共団体が設置する施設、②当該地方公共団体の住民が広く利用するための

施設、③住民の福祉を増進する目的をもって設置する施設とされている。このため、普通地方公共

団体が事務や事業を執行するために直接使用することを目的とする公用施設である、市役所の庁舎

やクリーンセンターなどは該当しない。 

公 の 施 設 

管理運営を包括的に他の管理主体に

委ねることが可能か？ 

可 能 不可能 

民間活力によりサービスの向上

とコストの削減が可能か？ 

可 能 不可能 

指定管理 直営（業務委託、アダプト制度等）

公平かつ安定的なサービ

ス提供が可能か？ 

可 能 不可能 
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別表１ 公共施設等財産分類表 

 財産分類（中） 財産分類（小） 財産分類（細） 財産分類（細々） 

1 行政財産
（公の施
設） 

1 道路・運
輸・通信
施設 

1 道路 1 道路 1 市道 

    2 その他の道路等 1 自転車専用道路 

       2 自転車歩行者専用道路 

       3 歩道・遊歩道 

       4 公衆用道路 

       5 その他道路関連施設等 

    2 橋梁 1 橋梁 1 橋梁 

    3 バス待合所 1 バス待合所 1 バス待合所（路線バス用） 

    4 港湾 1 港湾 1 特定重要港湾 

       2 重要港湾 

       3 地方港湾 

    5 情報通信施設 1 ケーブルテレビ放送施設 1 ケーブルテレビ放送施設 

       2 ケーブルテレビ中継施設 

      2 防災無線施設 1 防災無線施設 

       2 防災無線中継局 

      3 有線放送施設等 1 有線放送施設等 

  2 公園等 1 都市公園 1 児童公園 1 児童公園 

      2 近隣公園 1 近隣公園 

      3 運動公園 1 運動公園 

      4 河川敷緑地等 1 河川敷緑地等 

    2 その他の公園 1 児童遊園 1 児童遊園 

      2 農村公園 1 農村公園 

      3 漁村公園 1 漁村公園 

      4 その他の公園 1 緑地 

       2 多目的広場 

       3 特殊公園（環境保護啓発）

       4 林間公園 

       5 観光公園 

       6 その他公園 

  3 宅地・工
業用地 
 

1 造成事業 1 住宅用地 1 住宅用地 

     2 工業用地 1 工業用地 

      3 造成事業 1 造成事業 

  4 住宅等 1 公営住宅等 1 公営住宅 1 公営住宅 

      2 改良住宅 1 改良住宅 

      3 単独住宅 1 単独住宅 
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 財産分類（中） 財産分類（小） 財産分類（細） 財産分類（細々） 

    2 専用住宅等 1 職員住宅 1 教職員住宅 

       2 病院職員住宅 

       3 その他職員住宅 

  5 上水道等 1 上水道等 1 上水道 1 上水道 

      2 簡易水道 1 簡易水道 

      3 専用水道 1 専用水道 

      4 飲料水供給施設 1 飲料水供給施設 

  6 下水道等 1 下水道等 1 公共下水道 1 公共下水道 

      2 特定環境保全公共下水道 1 特定環境保全公共下水道

      3 都市下水路 1 都市下水路 

      4 農業集落排水施設 1 農業集落排水施設 

      5 漁業集落排水施設 1 漁業集落排水施設 

      6 林業集落排水施設 1 林業集落排水施設 

      7 簡易排水施設 1 簡易排水施設 

      8 小規模集合排水処理施設 1 小規模集合排水処理施設

      9 コミュニティ・プラント 1 コミュニティ・プラント 

      10 合併処理浄化槽 1 合併処理浄化槽 

  7 民生関連
施設 
 

1 児童福祉施設 1 常設保育所 1 保育園 

     2 母子生活支援施設 1 母子寮 

      3 へき地保育所 1 へき地保育園 

      4 助産施設 1 助産施設 

      5 児童館 1 児童館 

      6 学童保育施設 1 学童保育施設 

      7 その他児童福祉施設 1
子育て支援センター 
（保育園・幼稚園・支援センター） 

       2 その他児童福祉施設 

    2 老人福祉施設 1 養護老人ホーム 1 養護老人ホーム 

      2 特別養護老人ホーム 1 特別養護老人ホーム 

      3 軽費老人ホーム 1 軽費老人ホーム 

      4 老人デイサービスセンター 1 老人デイサービスセンター

      5 老人福祉センター 1 老人福祉センター 

      6 老人短期入所施設 1 短期入所介護施設 

      7 その他老人福祉施設 1 介護支援施設 

       2 高齢者居住施設 

       3 総合福祉施設 

       4 その他老人福祉施設 
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 財産分類（中） 財産分類（小） 財産分類（細） 財産分類（細々） 

    3 障がい福祉施
設 
 

1 障がい福祉施設 1
地域活動支援センター 
（旧作業所） 

      2 その他障がい福祉施設 

    4 保養施設 1 保養施設 1 公衆浴場 

       2 休養施設 

       3 その他保養施設 

  8 環境衛生
施設 
 

1 保健衛生施設 1 保健センタ- 1 保健センタ- 

      2 母子健康センタ－ 

      2 斎場 1 斎場 

    2 清掃施設 1 廃棄物処理施設 1 ごみ処理施設 

       2 し尿処理施設 

    3 
環境保全関連
施設 

1 動植物保護啓発施設 1 ドジョウ養殖施設 

  9 診療施設 1 診療施設 1 病院 1 病院 

      2 診療所 1 診療所 

  10 産業関連
施設 
 

1 農業施設 1 農業生産施設 1 食物加工施設 

      2 温室ハウス 

       3 農場 

       4 農産物冷蔵施設 

       5 牧場 

       6 肥育センター 

       7 採草地（肥育資料栽培地）

       8 畜魂供養塔 

       9 その他農業生産関連施設 

    2 林業施設 1 林業生産施設 1 実習林 

       2 その他林業生産関連施設 

    3 水産施設 1 漁業生産施設 1 種苗生産施設 

       2 蓄養施設 

       3 製氷貯氷 

       4 漁業機具施設 

       5 その他漁業生産関連施設 

      2 漁港 1 第１種 

       2 第２種 

       3 第３種 

       4 第４種 

    4 商工施設 1 商工施設 1 海洋深層水利活用施設 

       2 貸事務所 
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 財産分類（中） 財産分類（小） 財産分類（細） 財産分類（細々） 

       3 その他商工関連施設 

    5 観光施設 1 海水浴場施設 1 海水浴場施設 

      2 キャンプ場 1 キャンプ場 

      3 観光案内所 1 観光案内所 

      4 休憩所 1 休憩所 

      5 飲食提供施設 1 飲食提供施設 

  11 会館等 1 会館等 1 文化会館 1 文化会館 

      2 集会施設 1 集会施設 

      3 地区集会施設 1 地区集会施設 

  12 教育関連
施設 
 

1 幼稚園・小・中
学校 
 

1 幼稚園 1 幼稚園 

    2 小学校 1 小学校 

      3 中学校 1 中学校 

    2 その他教育関
連施設 
 

1 教育指導施設 1 視聴覚ライブラリー 

      2 理科教育センター 

      2 スクールバス待合所 1 スクールバス待合所 

      3 学校給食施設 1 学校給食施設 

  13 社会教育
関連施設
 

1 社会教育施設 1 公民館 1 公民館 

     2 青年の家・自然の家 1 青年の家 

       2 自然の家 

      3 勤労青少年ホーム 1 勤労青少年ホーム 

      4 博物館等 1 博物館 

       2 美術館 

       3 植物園 

       4 展示資料館 

      5 図書館 1 図書館 

      6 調理実習室 1 調理実習室 

      7 体験実習施設 1 体験実習施設 

      8 資料庫 1 資料庫 

  14 保健体育
施設 
 

1 体育施設 1 体育館 1 体育館 

     2 陸上競技場 1 陸上競技場 

      3 野球場 1 野球場 

      4 プール 1 プール 

      5 テニスコート 1 テニスコート 

      6 ゲートボール場 1 ゲートボール場 

      7 武道館 1 武道館 

      8 グラウンド 1 グラウンド 
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 財産分類（中） 財産分類（小） 財産分類（細） 財産分類（細々） 

      9 スキー場 1 スキー場 

      10 複合施設等 1 多目的運動広場 

       2 テニスコート・ゲートボール場 

       3 多目的運動広場・ゲートボール場

       4 多目的運動施設 

      11 その他体育施設 1 クラブハウス 

       2 ボートハウス 

       3 その他体育関連施設 

  15 消防施設 1 消防施設 1 消防庁舎 1 消防庁舎 

      2 車庫（格納庫） 1 車庫（格納庫） 

  16 その他の
施設 
 

1 庁舎等 1 本庁舎 1 本庁舎 

     2 支所 1 支所 

      3 出張所等 1 出張所 

       2 出張所機能を有した複合施設

    2 その他の施設 1 車庫・倉庫等 1 車庫 

       2 水防倉庫 

       3 防災倉庫 

       4 その他の倉庫 

      2 公衆便所 1 公衆便所 

      3 駐車場等 1 駐車場 

       2 駐輪場 

      4 宿泊施設 1 宿泊施設 

      5 その他の施設 1 その他の施設 

2 普通財産 1 土地・建
物 
 

1 遊休土地 1 宅地 1 宅地 

   2 活用土地 1 宅地 1 賃貸物件 

       2 信託物件 

    3 遊休建物 1 旧保育園 1 旧保育園 

      2 旧小・中学校 1 旧小・中学校 

      3 旧診療所等 1 旧診療所等 

      4 旧支所・出張所・分庁施設等 1 旧支所・出張所・分庁施設等 

      5 その他遊休建物 1 その他遊休建物 

    4 活用建物 1 旧保育園 1 賃貸物件 

       2 使用貸借物件 

      2 旧小・中学校 1 賃貸物件 

       2 使用貸借物件 

      3 旧診療所等 1 賃貸物件 
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 財産分類（中） 財産分類（小） 財産分類（細） 財産分類（細々） 

       2 使用貸借物件 

      4 旧支所・出張所・分庁施設等 1 賃貸物件 

       2 使用貸借物件 

      5 その他建物 1 賃貸物件 

       2 使用貸借物件 

       3 信託財産 

3 その他 1 工作物等 1 工作物 1 消防施設等 1 防火水槽 

       2 消火栓 

       3 乾燥塔 

       4 火の見やぐら 

      2 看板等 1 看板等 

      3 無線中継施設等 1 無線中継施設 

       2 屋外拡声機 

      4 有線中継施設等 1 自営柱 

      5 その他工作物 1 水道水源施設 

       2 照明灯 

       3
遊歩道・登山道等 
（用地買収がないもの） 

       4 その他工作物 

  2 その他 1 借地 1 公共使用物件 1 冬季廃棄物ストックヤード 

       2 テレビ中継施設敷地 

      2 転貸物件 1 国・県関係機関敷地 

       2 医療関連施設敷地 

       3 商工業関連施設敷地 

       4 交通・通信機関施設敷地 

       5 医療機関敷地 

       6 観光機関敷地 

       7 福祉施設敷地 

    2 借家 1 住宅等 1 ＡＬＴ住宅 

       2 一般住宅 

      2 集会・事務所施設等 1 障がい福祉事業用施設 

 


